
「非常変災時の措置フローチャート」  （小中学校・義務教育学校） 

 

臨時休業や始業時刻の遅れが予想される場合                 想定外の災害発生 

                                

     

                                 

 

  

午前７時の時点、 午前７時を過ぎて始業時刻まで 

 

 

 

 

 

 

 

                                           あり   

        

       なし                                                              

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

    なし 

 

                     あり 

 

 

 

                     【◎…校長判断】 

 

 

 

 

 

＜事前に＞保護者に臨時休業や始業時刻が遅れる可能性が 

あることを伝える。 

（メール配信、連絡帳、HP への掲載など） 

ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合 

イ 所在する区のいずれかの地域において、大阪市（大阪市長）より、河川氾濫の「警戒レベル３（高齢者等避難）」、

「警戒レベル４（全員避難）」の発令があった場合。 （令和５年５月10日事務連絡参照） 

ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度５弱以上の地震が発生（気象庁発表）した場合 

エ 「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震

発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの（気象庁発表）が発表された場合 

 

臨時休業 

 

 

 

 

＜登校時の安全が確保できない事態の発生その他学校周辺の緊急事態が生じた場合＞ 

 ・通学路において家屋等の倒壊や道路の陥没がみられる場合 

・通学路で内水氾濫が起きている場合          など 

 

＜教育施設の被害その他教育活動の実施が困難となる事態＞ 

 ・水道、電気などのライフラインが止まっている場合 

 ・災害被害により校舎が損壊している（恐れがある）場合 

 ・公共交通機関の運休等により教員が不足し、子どもの安全が確保できない場合 

 ・避難所開設により教室の多くが使用できない場合    など 

通常授業 

◎ 始業時刻を遅らせる判断 

① 保護者へ連絡。（メール配信、電話、HP の掲載） 

② 各ブロックに報告をする。 

◎ 臨時休業の判断 

（近隣の学校園と連携） 

〇災害対策本部長である市長から指示があった場合 

〇教育委員会から指示があった場合 

(状況に応じて) 

教育委員会より

情報提供 

子どもの看護等、セー

フティーネットとして

の役割に備える。 

臨時休業 

① 

② 

③ 

④ 

④ 

⑤ 



「非常変災時の措置フローチャート」  （小中学校・義務教育学校） 

 

事前に緊急下校が予想される場合                  想定外の災害発生 

                                

     

                                 

 

 

始業時刻以降 

 

 

 

 

 

 

 

          なし                              あり 

 

                                     

 

                                 

                                               問題なし          問題あり  

 

    なし                          あり  

 

 

             

 

                            【◎…校長判断】 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事前に＞保護者に緊急下校の可能性があることを伝え、

緊急下校に際し在宅の有無や下校方法を確認する。  

（メールのアンケート機能、連絡帳など） 

ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合 

イ 所在する区のいずれかの地域において、大阪市（大阪市長）より、河川氾濫の「警戒レベル３（高齢者等避難）」、

「警戒レベル４（全員避難）」の発令があった場合。（令和５年５月10日事務連絡参照） 

ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度５弱以上の地震が発生（気象庁発表）した場合 

エ 「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発

生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの（気象庁発表）が発表された場合 

 

 

子どもの看護等、セーフティー

ネットとしての役割に備える。 

＜教育施設の被害その他教育活動の実施が困難となる事態＞ 

・水道、電気などのライフラインが止まった場合 

・公共交通機関の運休等により教員が不足し、子どもの安全が確保できない場合 

・避難所開設により教室の多くが使用できない場合           など 

◎ 緊急下校を判断 

・学校周辺や通学路の安全確認 

・近隣の学校園と連携 

〇災害対策本部長である市長から指示があった場合 

〇教育委員会から指示があった場合 

 通常授業 

＜緊急下校＞ 

引き渡し・集団下校等 

(状況に応じて) 

教育委員会より

情報提供 

学校周辺や通学路の安全確認 

◎ 子どもの学校待機を判断。 

通常の教育活動を中止 

（近隣の学校園と連携） 

＜保護者へ連絡をする。＞ 

保護者へ緊急下校を連絡する。（メール配信、電話、HP への掲載） 

※在宅の有無や下校方法が未確認の場合は確認をする。 

（メールのアンケート機能、電話など） 

<各ブロックに報告をする。> 

 

・保護者へ連絡 

・各ブロックに報告 

緊急下校 

 

＜状況に応じて＞ 

引き渡し・集団下校等 

① 

② 

③ 

④ 

④ 

⑤ 


